
 

【受入用】 

 

JASSO奨学金支給対象者の資格及び要件 

 
 

JASSO 奨学金の支給対象者として支援を受ける資格を有する者は，在籍校の正規の課程に学位取

得もしくは卒業を目的に在籍し，プログラムの参加を認められた者で，次の①～⑦に掲げる要件を全て満

たす者とします。 

 

 

① 我が国と国交のある国の国籍を有する者。なお，台湾及びパレスチナの学生も対象とする。  

② 学生交流に関する協定等に基づき，受入大学等が受入れを許可する者。 

③ 在籍校における学業成績が優秀で人物等に優れており，かつ，次に定める方法で求められる，在

籍校等における選考時の前年度の成績評価係数が２．３０以上であること。前年度の成績がない場

合は，選考時の前学期分の成績から算出するものとする。 

なお，成績評価係数で表すことができない場合は，別に定める様式に，特に成績が優秀であり，成

績評価係数２．３０相当以上であるとする理由を明記すること。 

※成績評価係数が２．００以上２．３０未満の学生も，選考合格後に「自己推薦書」を提出することに 

よって，支給対象者の資格を有するものとみなす（様式は合格後に配付する）。 

 

［成績評価係数の算出方法例］ 

下記の表により「成績評価ポイント」 に換算し，計算式に当てはめて算出（小数点第３位を四捨五入） 

 成績評価 

４段階評価（パターン１） － 優 良 可 不可 

４段階評価（パターン２） － Ａ Ｂ Ｃ Ｆ 

４段階評価（パターン３） － 100～80点 79～70点 69～60点 59点以下 

５段階評価（パターン４） 100～90点 89～80点 79～70点 69～60点 59点以下 

５段階評価（パターン５） Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｆ 

５段階評価（パターン６） Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｆ 

成績評価ポイント ３ ３ ２ １ ０ 

 

【計算式】 
(「評価ポイント３の単位数」×3)＋(「評価ポイント２の単位数」×2)＋(「評価ポイント１の単位数」×1)＋(「評価ポイント０の単位数」×0) 

総登録単位数 

 

注：履修した授業について単位制を採らない場合は，科目数をすべて単位数に置き換えて算出すること。 

 

④ 経済的理由により，自費のみでの受入プログラムへの参加が困難な者。 

⑤ 受入プログラム参加にあたり，「留学」の在留資格を取得し得る者。ただし，９０日以内の短期研修・

研究型の受入プログラムに参加する者については，在留資格の種類は問わない。 

⑥ 受入プログラム終了後，在籍校に戻り学業を継続する者又は在籍校の学位を取得する者。 

⑦ 受入プログラム参加にあたり，他団体等から受入プログラム参加のための奨学金を受ける場合，他

団体等からの奨学金の支給月額の合計額が８万円を超えない者。 

 

 

注１：上記⑦について，他団体等から奨学金を受ける場合，当該奨学金支給団体では JASSO奨学金 

との併給を認めない場合があるので，当該団体に確認すること。 

また，上記⑦の範囲内であっても，文部科学省外国人留学生学習奨励費との併給はできない。  

注２：平成２８年度国費外国人留学生制度との重複申請は認めない。 

 

 


